






訪問看護管理療養費の届出に係る各地方厚生局の周知方法

（令和6年8月15・16日に全国介護事業者連盟が各地方厚生局に電話にて聞き取り）

地方厚生局 個別通知 管下の訪問看護ステーションへの周知方法

北海道厚生局 有 郵送

東北厚生局 無 ホームページ掲載

関東信越厚生局 無 ホームページ掲載および集団指導

東海北陸厚生局 無 ホームページ掲載および公式Instagram

近畿厚生局 有 郵送

中国四国厚生局 有 郵送

四国厚生支局 有 郵送（6月上旬時点で届出のなかった事業者にのみ）

九州厚生局 有 郵送
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